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再診時に療養上の指導を行った場合に算定
食事、日常生活動作、機能回復訓練
メンタルヘルスに関する指導

９２０円
再診時療養指導管理料

テキスト６６・６７頁

ポ イ トン １
石綿疾患療養管理料
ポ イ トン 2
表に掲げる各管理料等

copyright©2025RIC All Rights Reserved

重複算定不可



同時に２以上の診療科で指導を行った
場合 であっても１回として算定
(※) 医科と歯科、医科と歯科口腔外科の場合を
除く

再診時に療養上の指導を行った場合に算定

９２０円
再診時療養指導管理料

テキスト６８頁

ポ イ トン 3
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（※）



再診時療養指導管理料
９２０円 ×３回 ＝２,７６０円

異なる傷病について複数の診療科で再診
を行い、次のように指導を行った場合

4/ 4  整形外科(再診料1,420円)︓機能回復
内 科(再診料 710円)︓日常生活

4/11 整形外科(再診料1,420円)︓機能回復
4/18  整形外科(再診料1,420円)︓機能回復

内 科(再診料 710円)︓日常生活

例題
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同時に２以上の診療科で再診を行い、
各々指導を行った場合

再診時療養指導管理料は１回として算定



算定不可

電話再診の場合、再診時療養指導管
理料は算定できますか。

健康保険の電話等による再診の取扱いに
おいて、「当該再診料を算定する際には、
第2章第1部の各区分に規定する医学管
理料等は算定できない」ことから、再診が
電話等により行われた場合、再診時療養
指導管理料は算定できません。

Q

A １

テキスト６９頁
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画像診断
• コンピューター断層撮影料

• コンピューター断層診断の特例
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ＣＴ・ＭＲＩを
同一月に２回以上行った場合

２回目以降の１００分の８０
に相当する点数による算定は

適用されない

コンピューター断層撮影料
テキスト８７頁
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同一月 １回目 ＣＴ撮影 ロ
２回目 ＭＲＩ撮影 ２

算定例３ テキスト８７頁

９００点
１,０６４点
４５０点

２,４１４点

健保

９００点
１,３３０点
４５０点

２,６８０点

労災
撮影料
１回目 ＣＴ
２回目 ＭＲＩ
診断料
合 計
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コンピューター断層診断の特例

copyright©2025RIC All Rights Reserved

２２５点

テキスト８８頁

他の医療機関でコンピューター断層撮影を
実施したフィルムについて診断を行った場合
再診時についても、月１回に限り算定可

※ 他院へ画像撮影を依頼し撮影されたフィルム
について自院または他院で「E203 コンピュー
ター断層診断」を算定できる場合は、当該特
例は算定できません。



転医後、
初診時に他医療機関(A)で撮影したフィルムについて診断し、
再診時に他医療機関(B)で撮影したフィルムの診断を行った
場合のコンピューター断層診断について（同一月）

算定例２ テキスト８８頁

４５０点
特例
２２５点

労災
【初診時】
コンピューター断層診断

【再診時】
コンピューター断層診断
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４５０点

健保
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1.5倍
四肢加算 創傷処理

皮膚切開術
デブリードマン
筋骨格系･四肢･体幹の手術
神経の手術
血管の手術

手の指に係る
創傷処理(達しないもの)
骨折非観血的整復術

テキスト１４４・１４５頁

2.0倍

形成の手術
は対象外︕
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鎖骨･肩甲骨･股関節含む

手及び手の指
(手関節含む)

ポ イ トン １



爪甲除去術 ①左足第３指 ②左手第１指

K000 創傷処理(達しないもの)4㎝
を行った場合
①右足背 ②右手背 ③顔面

530点

530点

530点

健 保

530点×1.5＝ ７９５点

労 災

530点×2.0＝１,０６０点

５３０点

四肢加算

四肢加算

例題
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① 右足背

② 右手背

③ 顔面



次のように手術を行った場合

真皮縫合とデブリードマンを行った
場合、四肢加算は︖

手技料の注加算･･･四肢加算可

創傷処理４
( 530点 ＋ 460点 ＋ 100点 ) × 2.0

＝ 2,180点

真皮縫合 デブリードマン
加算 加算 四肢加算

手背に真皮縫合を伴う
K000創傷処理(達しないもの)4㎝と
デブリードマンを行った場合

例題

copyright©2025RIC All Rights Reserved



通則の加算
医療機器等加算
特定保険医療材料料
薬剤料・輸血料・麻酔料

四肢加算の対象ではないもの

テキスト１４６頁
１４７頁四肢加算

通則１２（時間外等の加算）
は四肢加算の対象︕

ポ イ トン
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左脛骨の粉砕骨折にK046骨折観血的手術と
創外固定を行った場合（時間外）

骨折観血的手術 ２
時間外加算

18,370点 × 1.4     
創外固定器加算

労 災

例題

通則１２(時間の加算)
医療機器等加算(創外固定器加算)

四肢加算 可
四肢加算 不可

四肢加算
× 1.5 ＝ 38,577点

10,000点
48,577点
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指１本 １,０６０点
指２本 １,５９０点
指３本 ２,１２０点
指４本 ２,６５０点
指５本 ２,６５０点

手の指に係る創傷処理
筋肉・臓器に達しないもの

労災独自の点数

テキスト１５８頁
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3cm

①手の指
達しないもの

②手の指
達するもの

3cm

第２指、第３指の挫創に対し、次のように
創傷処理とデブリードマンを行った場合

算定例２ テキスト１５９頁

3cm

③足の指
達しないもの

copyright©2025RIC All Rights Reserved



① 手の第２指、第３指の挫創に対し
創傷処理(筋肉・臓器に達しないもの)３㎝、
デブリードマンを各々行った場合

3cm

創傷処理(達しないもの)指２本 1,590点

1,790点

算定例２

デブリードマン加算 四肢加算
100点 × 2.0 ＝ 200点

労災独自の点数① 達しないもの

テキスト１５９頁

合 計
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② 手の第２指、第３指の挫創に対し
創傷処理(筋肉・臓器に達するもの)３㎝、
デブリードマンを各々行った場合

3cm
② 達するもの

（四肢加算）
健保点数の２.０倍

テキスト１５９頁

デブリードマン
創傷処理２ 加算 四肢加算

（ 1,880点 ＋ 100点 ） × 2.0
＝ 3,960点

算定例２
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③ 足の第２趾、第３趾の挫創に対し
創傷処理(筋肉・臓器に達しないもの)３㎝、
デブリードマンを各々行った場合

3cm

③ 足の指
（達しないもの）

デブリードマン
創傷処理5 加算 四肢加算

（ 950点 ＋ 100点 ）× 1.5
＝ 1,575点

（四肢加算）
健保点数の１.５倍

テキスト１５９頁算定例２
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3cm3cm

労災独自の点数
（指２本）

3cm

(四肢加算)
健保点数の ２.０倍

(四肢加算)
健保点数の １.５倍

①手の指
達しないもの

②手の指
達するもの

③足の指
達しないもの

第２指、第３指の挫創に対し、次のように
創傷処理とデブリードマンを行った場合

算定例２ テキスト１５９頁
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指１本 ２,８８０点
指２本 ４,３２０点
指３本 ５,７６０点
指４本 ７,２００点
指５本 ７,２００点

手の指に係る骨折非観血的整復術

労災独自の点数

テキスト１６０頁
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手の第３指、第４指、第５指の骨折に対し
K044骨折非観血的整復術を行った場合

労災独自の点数

テキスト１６０頁

骨折非観血的整復術（指３本） 5,760点

手の指

算定例３
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足の第３趾、第４趾、第５趾の骨折に対し
K044骨折非観血的整復術を行った場合

足の指

骨折非観血的整復術３ 四肢加算
1,440点 × 1.5 ＝ 2,160点

（四肢加算）
健保点数の１.５倍

テキスト１６０頁算定例４
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労災独自の点数
（指３本）

(四肢加算)
健保点数の １.５倍

第３指、第４指、第５指の骨折に
K044骨折非観血的整復術を行った場合

算定例３・４ テキスト１６０頁

手の指 足の指算定例３ 算定例４
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創傷処理と骨折非観血的整復術
四肢に係る
(手の指以外)手の指に係る

骨折非観血的
整復術

創傷処理
(達しないもの)

健保点数に
四肢加算

労災独自
の 点 数
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創傷処理
(達するもの) 健保点数に四肢加算



創傷処理
皮膚切開術
デブリードマン
筋骨格系･四肢･体幹の手術

テキスト１８３・１８４頁

手指の機能回復指導加算
１９０点（１回限り）手関節以下

時間外等の加算
四肢加算
･･･算定不可
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ポ イ トン １



２２０点

テキスト１８８頁

術中透視装置使用加算

対象手術対象部位

骨折観血的手術
骨折経皮的鋼線刺入固定術
骨折非観血的整復術
関節脱臼非観血的整復術
関節内骨折観血的手術

大腿骨､下腿骨､
上腕骨､前腕骨､
手根骨､中手骨､
手の種子骨､指骨､
足根骨､膝蓋骨､
足趾骨、中足骨、
鎖骨

ア

経皮的椎体形成術
脊椎固定術､椎弓切除術､

椎弓形成術
脊椎イ
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２２０点

テキスト１８８頁

術中透視装置使用加算

対象手術対象部位
骨盤骨折非観血的手術
腸骨翼骨折観血的手術
寛骨臼骨折観血的手術
骨盤骨折観血的手術
(腸骨翼骨折観血的手術及び
寛骨臼骨折観血的手術を除く）

骨盤ウ
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２２０点

テキスト１８９頁

術中透視装置使用加算

ポ イ トン １ 四肢加算 算定不可
ポ イ トン ２
① 手根骨、中手骨、手の種子骨及び指骨（以下「手」
という） 又は足根骨、足趾骨及び中足骨（以下「足」
という）について、複数の手術を同時に行い、術中透
視装置を使用した場合、併せて1回の算定
② 右手、左手 又は 右足、左足にそれぞれ手術を行い、
術中透視装置をそれぞれの手 又は足に使用した場
合、それぞれ1回まで算定copyright©2025RIC All Rights Reserved



算定不可

時間外加算を算定することはで
きるのでしょうか。

時間外加算を算定することはでき
ません。

Q

A 1

テキスト１８９頁
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初診時ブラッシング料
９１点

テキスト１９２～１９５頁

ポ イ トン

① 四肢加算

同一傷病につき１回(初診時)

② 時間外加算
③ デブリードマン
(デブリードマン加算含む)

初診時ブラッシング料を
含む処置、手術の点数
の合計が
150点以上 の場合

に限る︕
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算定不可
算定可

重複算定不可



初診時に次の処置を行った場合
右上腕部 創傷処置２0c㎡ ブラッシング
右手部 創傷処置１０c㎡ ブラッシング

算定例2 テキスト１９３頁

右上腕部 創傷処置１ ５２点×1.5＝ ７８点

右手部 創傷処置１ ５２点×2.0＝1０4点
四肢加算

初診時ブラッシング料 ９１点
合 計 ２７３点

四肢加算
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四肢加算 時間外加算
創傷処置1   52点× 2.0× 1.4 ＝146点
初診時ブラッシング料

91点 ×1.4 ＝127点
合 計 273点

初診時(時間外)に左手背に
創傷処置10c㎡、ブラッシングを行った場合

算定例4① テキスト１９４頁

創傷処置1 四肢加算 ブラッシング料
52点 × 2.0 ＋ 91点 ＝195点 ＞150点

⇒ 時間外加算 算定可

copyright©2025RIC All Rights Reserved



創傷処置1 52点
初診時ブラッシング料 91点
合 計 143点

＜ 150点
⇒ 時間外加算 算定不可

創傷処置1   ブラッシング料
52点 ＋ 91点 ＝ 143点
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● ●

初診時(時間外)に前額部に
創傷処置10c㎡、ブラッシングを行った場合

算定例4② テキスト１９４頁



固定用伸縮性包帯
テキスト１９９頁

実費相当額 (購入価格を10円で除して得た点数)

医師の診断に基づき、処置及び手術において、
頭部･頸部･躯幹･ 四肢に使用を必要と認めた
場合

①患部の固定のために
使用した場合

②医師が必要と判断した場合
頸椎固定用シーネ等と併せて算定可

ポ イ トン
湿布・ガーゼ等が
ずれないように巻いた
場合は 算定不可︕
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腰部固定帯固定 ３５点

腰部固定帯
購入価格
３,５００円 ÷ 10円 ＝ ３５０点

合 計 ３８５点

腰部に対し腰部固定帯(購入価格3,500円)
を使用し、患部の固定を行った場合

算定例 テキスト２００頁
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用紙（請求書、レセプト）の発送は

労災補償課（春山）

０７７６－２２－２６５６
までお願いいたします
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≪お問い合わせ先≫
労災補償課 分室

０７７６－２５－０６３１


